
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 自治体ＥＡの基礎知識 

 

本編では、自治体ＥＡの導入時に知っておきたい基礎知識について説明します。 

 

 

１． 業務の捉え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

２． 情報システムの捉え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

３． 業務・システムの段階的な組み替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

４． 職員が自ら行う分析・検討作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

５． 組み替え検討の対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

６． 自治体ＥＡの作業手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

１） 刷新化の方向性策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

２） 現状把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

３） 「あるべき姿」の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

４） 次期システムの検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

７． 自治体ＥＡの導入にかかる費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 
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１．業務の捉え方 

 

・ サービスと組織・業務・システムの組み替えを検討するため、対象となる業務が「そ

もそも組み替え可能な構造となっているもの」として捉える 

 

自治体ＥＡでは、対象となる業務が「そもそも組み替え可能な構造となっているもの」

として捉えることで、サービスと組織・業務・システムの組み替え検討を行います。自治

体ＥＡにおける業務の捉え方のポイントは、次の１）～４）のとおりです。 

 

１）業務を「機能」と「情報」の組み合わせとして捉える 

自治体ＥＡでは、業務を下図のように「機能と情報が複数組み合わされたもの」として

捉えます。 

業務

機能１

入力情報１
出力情報１／
入力情報２

機能２

出力情報２

 

図 「機能」と「情報」の組み合わせとして捉えた業務 

 

自治体ＥＡでは、業務を構成する個々の「機能」は出来事（イベント）を受けて起動す

る、と捉えます。「機能」への入力となる「情報」がその「機能」を起動するイベントと

なります。また、「機能」から出力される「情報」はその次の「機能」を起動するイベン

トになります。 

またイベントの中には、「毎月の月末に、その月の業務結果をまとめて統計報告を出す」

など、所定の日時になったことによって発生するイベント（時間待ち）があります。例え

ば、証明書の交付業務は「申請者から提出された申請情報（申請書）を受け付け、その内

容を審査し、審査結果に基づき証明書を発行して申請者に渡す。また発行履歴を記録して

おき、月末にその月の証明書発行件数などをまとめて報告する。」と捉えることができま

す。自治体ＥＡでは、このような「機能」「情報」のつながりを、次頁に示すような図（DFD：

Data Flow Diagram）として表現します。 
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申請者

申請受付

申請情報

審査

申請受付情報

証明書

発行

審査結果情報

証明情報

証明書発行
履歴情報

統計報告

発行履歴

報告先
発行統計情報

証明書発行
履歴情報
（月末締）

 

図 証明書交付業務を「機能」「情報」の組み合わせとして DFD で図示した例 

 

２）業務を構成する「機能」「情報」と業務の「実現手段」を分けて捉える 

実際の業務では、同じ「機能」「情報」の組み合わせ（同じ構造）を持つ業務であって

も、個々の「機能」の実施方法や「情報」の伝達手段が複数存在する場合が数多くありま

す。例えば先の証明書交付の例では、同じ「申請受付機能」でも「窓口受付」「郵送受付」

「電子申請受付」等、また同じ「申請情報」でも「申請書上の記載」「電子申請システム

への入力（電子データ）」等、様々な実現手段があります。 

 

申請者

申請受付

申請情報

審査
証明書

発行

統計報告

発行履歴

報告先

電子申請
受付

窓口受付 郵送受付

業務の構造

実際の業務

実現手段が違っても、
業務の構造は同じ

 
図 同じ「構造」を持つ業務が異なる「実現手段」を持つ例（申請受付の場合） 

 

組み替えの対象業務の構造を把握する際、個々の実現手段に着目してしまうと、本来は

同じ業務構造であるにもかかわらず、違った構造である（違った機能を持っている、違っ

た情報を流している）と捉えてしまい、業務の組み替えが可能であるものでも「組み替え
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困難」と判断してしまう可能性があります。 

自治体ＥＡでは、業務を構成する「機能」「情報」と業務の「実現手段」を分けて捉え、

もっぱら業務の構造に着目することにより、利用者側の視点に立った組み替えの実施を促

していくことになります。 

 

３）利用者側の視点で、業務の区切りを捉える 

一般的に、地方公共団体における現状（組み替え前）の業務は、その大半が根拠法令や

組織分掌に基づいて分けられています。このため、その業務を所管する原課の担当者から

見た「業務の区切り」も、根拠法令や組織分掌に基づくものとなっています。 

しかし、種々の業務を「利用者側の視点」で見直すと、複数の業務が一連の「機能」「情

報」のつながりとして１つにまとまる場合があります。この時、根拠法令や組織分掌に基

づく業務の区切りで見る限りは特に問題の無い業務でも、一連の「機能」「情報」として

つなげて見ると、重複する機能があったり、本来同じ部課でまとめて実施すべき機能が複

数の部課に分かれていることに気づくことがあります。「Ⅰ．自治体ＥＡの必要性」で述

べた乳幼児医療費助成の申請受付の例では、組み替え前は市民課と納税課の証明書交付業

務および福祉課の助成業務という３つの個別業務でしたが、利用者の視点で組み替えるこ

とにより、３つの個別業務が一連の「機能」「情報」のつながりとして実質的に１つにま

とまりました。 

申請者

申請受付
申請書

所得証明

審査

証明書
発行

所得証明書交付
業務（納税課）

申請者

申請受付
申請書

住民票の写し

審査

証明書
発行

住民票の写し交付
業務（市民課）

申請者

申請受付

申請書および
添付書類

助成金

審査

助成金
交付

乳幼児医療費助成
業務（福祉課） 申請者

申請受付
申請書

助成金

審査

助成金
交付

乳幼児医療費助成
業務（福祉課）

台帳照会
住民基本台帳照会

業務（市民課）

台帳照会
課税台帳照会
業務（納税課）

住民票情報

所得情報

提供側の視点で捉えた業務構造
（３つに区切られた個別の業務）

利用者側の視点で捉えた業務構造
（１つの連なった業務）

 
図 利用者側から見た業務の区切りを把握した例（乳幼児医療費助成の場合） 
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自治体ＥＡでは、組み替え対象の業務を把握する際、複数の業務を、利用者側から見た

一連の「機能」「情報」のつながりとして１つにまとめて捉えることで、利用者側から見

た業務の区切りの把握に努めます。 

 

４）業務を構成する「機能」「情報」がそれぞれ標準化・統合化できるものとして捉え

る 

自治体ＥＡでは業務を「機能」と「情報」の組合せとして捉えますが、それらを組み替

えるには、個々の「機能」「情報」がそれぞれ標準化できる必要があります。 

「Ⅰ．自治体ＥＡの必要性」で述べた証明書交付の例では、住民票の写しの交付、印鑑

登録証明の交付、所得証明の交付における交付申請の受付機能および証明書の交付（引渡

し）機能が、交付する証明書の種類に依らず同じ「申請受付機能」や「交付機能」として

標準化することができてはじめて、先の例のような組み替えが実現できます。また、交付

請求の申請書に書かれる情報のうち、申請者本人に関する情報（氏名、生年月日、現住所

など）が交付する証明書の種類に依らず同じ「申請者情報」として標準化することができ

なければ、仮に窓口が総合窓口課に一本化できても、申請者は相変わらず３種類の申請書

に同じ氏名、生年月日、現住所を個別に記入することになります。 

所得証明

申請者

申請受付

住民票の写し

審査

証明書発行

住民票の写し交付
業務（市民課）

交付

申請者

申請受付

印鑑登録証明

審査

証明書発行

印鑑登録証明書
交付業務（市民課）

交付

申請者

申請受付

審査

証明書発行

交付

所得証明書交付
業務（納税課）

審査

証明書発行

住民票の写し
交付業務（市民課）

審査

証明書発行

印鑑登録証明書
交付業務（市民課）

審査

証明書発行

所得証明書
交付業務（納税課）

申請者

申請受付

住民票の写し

窓口業務
（総合窓口課）

交付
印鑑登録証明
所得証明

申請書
（氏名、生年月日、現住所、・・・）

申請書
（氏名、生年月日、現住所、・・・）

申請書
（氏名、生年月日、現住所、・・・）

申請書
（氏名、生年月日、
現住所、・・・）

（申請内容に依らず、ほぼ同じ作業）
• 申請書の記入漏れや明らかな記入

間違いのチェック
• 申請者の本人確認

（証明書の種類に依らず同じ作業）
• 申請者の呼び出しと本人確認
• 手数料の徴収
• 証明書の引渡し

提供側の視点で捉えた業務構造
（３業務で重複する「申請受付」「交付」の各機能）

利用者側の視点で捉えた業務構造
（申請受付機能、交付機能、および申請書情報を標準化・統合化）

（証明書の種類に
依らず、ほぼ同
じ内容）

 

図 標準化・統合化した「機能」「情報」に基づく業務構造の組み替え例 

（証明書交付の場合） 
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自治体ＥＡでは、対象業務の組み替えについて検討する前に、その業務を構成する個々

の「機能」「情報」について「一部が異なっているだけで、本来は同じもの」と捉えるこ

とで、「機能」「情報」がそれぞれ標準化・統合化できることについての関係者（各業務の

担当者など）の間の意識共有を図ります。先の証明書交付の例では、個々の「交付機能」

は引渡す証明書の種類が違っているだけで本来は同じ機能なので１つに標準化・統合化で

きる、また個々の「申請者情報」は取得したい証明書の種類が違っているだけで本来は同

じ情報なので１つに標準化・統合化できる、と捉えます。 
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２．情報システムの捉え方 

 

・ 「サービスと組織・業務・システムの組み替え」を検討するには、それらに対応す

る情報システムも「そもそも組み替え可能な構造となっているもの」として捉える 

 

自治体ＥＡでは、業務だけでなく情報システムについても「そもそも組み替え可能な構

造となっている」と捉えます。 

自治体ＥＡでは、情報システムの構造を把握する際、以下のようにＢＡ／ＤＡ／ＡＡ／

ＴＡの４つの階層に分けて捉え、それぞれを図表に書き起こして把握します。情報システ

ムをこのように４階層に分けて捉えることで、複数の情報システムを対象とした組み替え

検討が容易となります。 

政策・業務体系政策・業務体系
(BA)(BA)

適用処理体系適用処理体系(AA)(AA)

技術体系技術体系(TA)(TA)

データ体系データ体系(DA)(DA)

・ネットワーク構成図
・ハードウェア構成図
・ソフトウェア構成図

当該の情報システムで採用され
ているシステム構成技術をまとめ
たもの

技術体系（TA）
（Technology Architecture）

・情報システム関連図
・情報システム機能構成図

当該の情報システムの機能構成
をまとめたもの

適用処理体系（AA）
（Application Architecture）

・ERD
・データ定義表

当該の情報システムで取り扱う
データの構造のまとめたもの

データ体系（DA）
（Data Architecture）

・DMM
・DFD
・UMLクラス図

当該の情報システムの対象業務
の構造をまとめたもの

政策・業務体系（BA）
（Business Architecture）

使用する図表※
（主なもの）

概要階層名

・ネットワーク構成図
・ハードウェア構成図
・ソフトウェア構成図

当該の情報システムで採用され
ているシステム構成技術をまとめ
たもの

技術体系（TA）
（Technology Architecture）

・情報システム関連図
・情報システム機能構成図

当該の情報システムの機能構成
をまとめたもの

適用処理体系（AA）
（Application Architecture）

・ERD
・データ定義表

当該の情報システムで取り扱う
データの構造のまとめたもの

データ体系（DA）
（Data Architecture）

・DMM
・DFD
・UMLクラス図

当該の情報システムの対象業務
の構造をまとめたもの

政策・業務体系（BA）
（Business Architecture）

使用する図表※
（主なもの）

概要階層名

※個々の図表については後述  

図 自治体ＥＡにおける情報システムの捉え方 

 

例えば、前述の「１．業務の捉え方」で示した業務の組み替え検討は、情報システムの

ＢＡに関する検討となり、ＤＡに関する検討（組み替え後の「情報」をどのようなデータ

ベースで管理するか、等）、ＡＡに関する検討（組み替え後の「機能」「情報」をどの情報

システムの上で実装するか、等）、ＴＡに関する検討（個々の情報システムの OSをどの種

類にするか、等）は、ＢＡに関する検討を踏まえて、それぞれ実施することができます。

このようにして、既存の情報システムの技術的な仕様などにとらわれることなく、業務の

組み替え検討を進めることができます。 

また次頁の図のように、庁内の複数の情報システムに共通する部分を個々の情報システ

ムから階層毎に抽出・分離して、庁内で１つのまとまったものとして独立させるように組

み替えることで、情報システム間の機能の重複や仕様の不整合に起因する種々の問題（費

用の増大、仕様変更への柔軟的対応性の欠如、等）の解決を図ります。 
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庁内の情報システム（全体）

シ
ス
テ
ム
間
共
通
部
分

情報
システム

Ｃ
・・・

情報
システム

Ｂ

情報
システム

Ａ

BA

DA

AA

TA

共通業務機能
BA

共通データ
DA

共通ｼｽﾃﾑ機能
AA

基盤/技術標準
TA

・ネットワーク基盤（庁内LANなど）
・情報セキュリティ対策基準
・システム構築標準（OS、DBMSの標準化など）

TA

・大量高速印刷機能
・ストレージ機能
・データバックアップ機能
・システム運用監視機能
・ユーザ認証機能

AA

・住民基本情報（宛名情報）
・職員情報
・システム利用者情報（認証情報）
・各種共通コード（組織、住所、金融機関など）

DA

・申請・届出受付機能
・証明書交付機能
・収納機能

BA

共通部分として抽出・分離が可能なものの例階層名

・ネットワーク基盤（庁内LANなど）
・情報セキュリティ対策基準
・システム構築標準（OS、DBMSの標準化など）

TA

・大量高速印刷機能
・ストレージ機能
・データバックアップ機能
・システム運用監視機能
・ユーザ認証機能

AA

・住民基本情報（宛名情報）
・職員情報
・システム利用者情報（認証情報）
・各種共通コード（組織、住所、金融機関など）

DA

・申請・届出受付機能
・証明書交付機能
・収納機能

BA

共通部分として抽出・分離が可能なものの例階層名

BA

DA

AA

TA

BA

DA

AA

TA

個々のシステムで独自の部分

 

図 複数の情報システムの共通部分を階層毎に抽出・分離した例 
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３．業務・システムの段階的な組み替え 

 

・ 「サービスと組織・業務・システムの組み替え」を検討するには、対象となる業務・

システムについて、組み替え前の「現在の姿」、すべての組み替えが完了した「ある

べき姿」、および組み替えの完了に向けて一部の組み替えを終えた「次期の姿」の各

段階の姿を捉える 

 

自治体ＥＡでは、組み替え前のサービスや組織・業務・システムの状態を「現在の姿」

もしくは「AsIs」と呼び、目的達成のためのＩＴを活用した組み替えがすべて完了したサ

ービスや組織・業務・システムの状態を「あるべき姿」「将来像」もしくは「ToBe」と呼

びます。また、現在のサービスや組織・業務・システム（AsIs）をあるべき姿（ToBe）に

向けて組み替えていくことを「刷新化行動」と呼びます。 

組み替え対象のあるべき姿は、種々の刷新化行動の実施に係る制約が全く存在しなけれ

ば、そのまま一挙に実現できます。しかし実際には、刷新化行動の実施には様々な制約（法

制度面、組織面、予算面、等）が存在するものと考えられます。したがって、組み替え対

象の「あるべき姿」の実現に必要となる刷新化行動の実施に制約がある際には、それらを

解決する方策（法制度の見直し、組織の見直し、予算の確保、等）を検討し、個々の刷新

化行動の実施がどの程度困難であるかを考慮しながら、段階的に刷新化行動を実施してい

く方策について検討することが必要になっていきます。 

組み替え対象の
「現在の姿」

解決すべき課
題を抱える

組み替え対象の
「あるべき姿」

全ての目的が
達成されている

組み替え対象の
「次期の姿」

刷新化行動
（その１）の

実施

刷新化行動
（その２）の

実施

段階的に
目的達成を

目指す

刷新化行動（その１）に
係る制約の解決

刷新化行動（その２）に係る制約の解決
※その１に関するものより、解決に時間がかかる

BABA

AAAA

TATA

DADA

BABA

AAAA

TATA

DADA

BABA

AAAA

TATA

DADA

 

図 自治体ＥＡにおける段階的な組み替えの実施 
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刷新化行動を段階的に実施していく場合、個々の刷新化行動を個別に実施してしまうと、

刷新化行動の実施結果によってもたらされるサービスや組織・業務・システムが「あるべ

き姿」から離れていってしまう危険性があります。したがって、個々の刷新化行動を実施

する前には、組み替え対象の「あるべき姿」を明確にしておくとともに、個々の刷新化行

動の実施によって組み替え対象がどのように変わっていくかについて、組み替えの途中段

階の姿についても明確にしておきます。自治体ＥＡでは、この組み替えの途中段階の姿（す

べての組み替えの完了に向けて、一部の組み替えを終えた状態）を、組み替え対象の「次

期の姿」もしくは「次の姿」と呼びます。 
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４．職員が自ら行う分析・検討作業 

 

・ 組織の枠を超えた組み替えを実施するには、組み替え対象の業務を所管する原課担

当者をはじめ、関係する職員の組み替え検討に対する広範な理解と積極的な参加が

重要 

・ そのためには、各職員が持っている知識・情報や組み替えの目的意識の「見える化」

が不可欠 

 

１）職員による自治体ＥＡの分析・検討作業の実施 

ＥＡに関する地方公共団体のこれまでの取組みの多くは情報システムのコスト削減を

主目的としており、情報システムでカバーしていた部分のみを対象とした最適化検討によ

って、重複するシステム機能の排除やシステム構築技術の標準化を進めるといった傾向が

見受けられました。このため、ＥＡ導入が情報システム担当部門だけの取組みになったり、

ＥＡ導入に係る各種作業を主として外部のコンサルタントやＩＴベンダーが対応するこ

とがありました。 

これに対して自治体ＥＡは、業務の見直しはもちろん、どこまでの業務を情報システム

でカバーするか、住民など利用者側の視点に立ったワンストップサービスをどのように実

現するか、といったことも勘案して、サービスと組織・業務・システムの一体的な見直し

（組み替え）を目指すものです。したがって、自治体ＥＡにおける一連の作業は、情報シ

ステム担当部門や外部コンサルタントおよびＩＴベンダーが行うのではなく、組み替え対

象の業務を所管する原課の担当者をはじめとした自治体職員が自ら実施します。 

 

２）「見える化」の重要性 

自治体ＥＡにおける「見える化」とは、組み替え対象の業務を所管する原課担当者をは

じめ、関係者が個々にそれぞれ持っている「組み替え対象に係る知識や情報」を他の者に

も分かるように目に見える形にすること、またすべての関係者が同じ目的意識を持って組

み替え検討に参加できるように目的・目標を目に見える形にすることです。 

「見える化」の第一歩は、何はともあれ紙に書き起こすことです。自治体ＥＡでは、原

課担当者が自ら紙に書き起こすことを重要視しています。自分が持っている知識・情報を

自ら紙に書き起こすことによって、その内容が整理され、今まで気が付かなかった業務の

構造や課題などに気付く可能性も出てきます。 

また、紙に書き起こした内容が、書いた本人しか読めない場合、関係者間の知識・情報

および意識の共有は図れません。自治体ＥＡでは、紙に書き起こした内容が他の者にも読
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めるように、ＥＡ図表を用いた「共通の書き方」で見える化を実施します。 

 

３）関係者間の知識・情報や意識の共有に必要となる最小限のＥＡ図表 

自治体ＥＡにおける「見える化」の目的は、組み替え検討に係る関係者間の知識・情報

や意識の共有にあり、ＥＡ図表を作成することそのものが目的ではありません。ＥＡ図表

は、関係者間の知識・情報や意識の共有に必要な分だけ作成すれば十分であり、組み替え

対象全般について詳細に記述する必要はありません。また、関係者間の知識・情報や意識

の共有が一度できてしまえば、その後の組み替え検討に必要となる残りのＥＡ図表を必ず

しも職員自ら作成する必要はなく、外部への委託などにより出来上がった図表を見ながら

検討を進めることも可能です。 

 

自治体ＥＡで作成するＥＡ図表は、家を建てる際の「見取り図」に相当します。見取り図に

は、家の間取りなどが所定の記号を使って簡略化して書かれています。見取り図だけで家を建

てることはできませんが、見取り図があれば家の間取りなどが誰にでも一目でわかるようにな

り、関係者間でその家に関する知識・情報の共有が図れます。 

自治体ＥＡで作成するＥＡ図表は、組み替え対象の「現在の姿」「あるべき姿」および「次

期の姿」を示した「見取り図」なのです。 
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５．組み替え検討の対象範囲 

 

・ 自治体ＥＡでは、必要に応じて、組み替え検討の対象範囲を変えることが可能 

 

１）全庁的な業務・システムの見直しに係る組み替え検討 

そもそも、ＥＡ（Enterprise Architechture）の Enterprise とは「組織」を意味して

おり、ＥＡでは、対象とする組織（企業、団体など）における業務・システム全体の最適

化を図ることを目的としています。 

地方公共団体において、総合窓口センターの新規開設など、改組を含む全庁的な業務改

革を実施する際には、部課間の業務機能の重複や部課毎の不要な業務の複雑性を改善する

必要があります。しかし、各部課の職員が他の部課の業務を把握をしていることは少ない

ことから、業務改革の内容が部分的なものにとどまってしまう恐れがあります。この点、

自治体ＥＡでは、業務に精通している各部課の職員が共通の記述方式に基づき自らの業務

を「見える化」することにより、他の部課の職員もその業務を把握することができるよう

になります。なお、全庁的な行政改革を実施する際には、庁内の各部課の長や担当者が業

務改革の意義と実施の必要性について共通の認識を持ち、行政改革の実現に積極的に参加

することが求められます。 

とりわけ、地方公共団体における基幹情報システムと自治体ＥＡとの関係についていえ

ば、システムの更新（レガシーシステムの見直し）は、単に既存システムで行っていた業

務をそのままオープンシステムなどに移行してシステムコストを下げる、という発想では

なく、組織や業務の全庁的な見直しを行う絶好の行政改革の契機として積極的に捉える必

要があります。レガシーシステムの上で実現されている業務機能は、その団体の過去から

の業務変更を積み重ねたものです。レガシーシステムの見直しの際、それまでの業務をそ

のままにしてオープンシステムなどへ移行しても、システム構築の際に膨大な個別の改修

（カスタマイズ）が発生することになり、システムコストを大幅に下げることは困難です。

このため、レガシーシステムの見直しの際にはあらかじめ、その団体で行われていた業務

の不要な複雑性を削除し、残った部分もできる限り効率化を図って庁内各部課の業務を標

準化しておくことで、システム構築の際の不要なカスタマイズが発生しないようにするこ

とが重要です。このため、情報システムを各部課毎に見直すのではなく、全庁的に業務の

見直しを行い、効率的な情報システムの構築を行います。 

 

２）組み替え検討の対象範囲の絞り込み 

ＥＡでは、対象組織における業務・システム全体の最適化を図ることを目的としていま
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すが、地方公共団体においてＥＡをいきなり全庁的に導入すると、対象業務の現状把握用

のＥＡ図表の作成ばかりに時間を取られて具体的な組み替え検討結果がなかなか得られ

ない、といったことになる危険性があります。そうなってしまうと、原課の担当者などに

「ＥＡは、手間ばかりかかって効果が出ないものだ」と受け取られてしまいます。 

そこで自治体ＥＡでは、全体最適を図る「組み替え検討の対象範囲」を必要に応じて変

えることで、より現実的な組み替え検討の実施を可能としています。例えば、「地方税（住

民税、固定資産税、軽自動車税など）と国民健康保険料（税）の収納業務の一元化」とい

った、共通の性質を有する特定業務を対象に組み替え検討を行うことが考えられます。こ

の場合、検討範囲が庁内の一部の部課に限定されるので、比較的容易に組み替え検討の実

施が可能となると考えられます。 

収納業務一元化

証明書交付業務
一元化

税業務

収納

証明書交付

国保業務

収納

証明書交付

住基台帳業務

証明書交付

印鑑登録業務

証明書交付

・・・

証明書交付

・・・

特定業務を対象
とした自治体ＥＡ

全庁の業務を対象と
した自治体ＥＡ

 

図 自治体ＥＡにおける組み替え検討の対象範囲の例 

 

３）組み替え検討の対象範囲の拡大 

自治体ＥＡは、庁内の業務・システムの見直しだけでなく、県内各市町村の税業務の一

元化や電子申請システムの共同アウトソーシングなどといった複数の地方公共団体にま

たがる業務・システムの見直しの実施方法を検討する手法として適用することができます。 

複数の団体にまたがる業務の見直しでは、各団体の業務・システムの統合が必要となる

場合があります。しかし、団体間で業務の構造が異なるため、実際に業務・システムを統

合する際、団体間で業務の標準化を実施しないと、業務効率の低下やシステム費用の増大

が起きる可能性があります。そこで、自治体ＥＡを導入し、業務の統合化検討作業を、外

部の支援企業などに任せるのではなく、対象業務の原課職員が主体的に自ら行うことによ

って、「どのような業務に統合するのが良いか」についての原課担当者間の共通認識が深

めるとともに、統合後の業務効率をより高めるための統合化検討作業を効果的に進めるこ

とができます。なお、本手引きに収録した参照モデルを、業務統合における業務の標準化

検討のたたき台として活用することもできます。 

また、共同アウトソーシングによって地方公共団体の情報システムの共同化を進める際
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も、各地方公共団体で行われていた業務をあらかじめ標準化しておくことが必要になりま

す。 
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６．自治体ＥＡの作業手順 

 

自治体ＥＡでは、ＥＡ図表を用いて見える化しながら、大きく４つの段階に分けて、サ

ービスと組織・業務・システムの組み替えに関する分析・検討を進めます。 

 

地元の
住民や企業など

自治体ＥＡ

行政へのニーズ

首長

国や他の団体、
関連業界など 地方自治に

係る施策や
動静など

１

刷
新
化
の

方
向
性
策
定

サービスと組織・業務・システムの組み替え検討

・達成すべき目的・目標
・目的達成のための刷新化行動
（組み替え項目）
・個々の刷新化行動の実施時期

２

現
状
把
握

３

「あ
る
べ
き
姿
」の
検
討

４

次
期
シ
ス
テ
ム
の
検
討

対象業務の
「現在の姿」
（構造と実
現手段）

対象業務の
「あるべき姿」
の構造

対象業務の「次
期の姿」の構造
とシステム化箇
所の仕様

「次
期
の
姿
」の
実
現

（シ
ス
テ
ム
調
達
な
ど
）

参照モデル

団体の運営
方針など

 
 

作業段階 

No. 名称 

概要 

１ 刷新化の方向性策定 ・ 達成すべき目的・目標の見える化 

・ 目的達成のための刷新化行動（組み替え

項目）の見える化 

・ 個々の刷新化行動の実施時期の見える化

２ 現状把握 ・ 対象業務の「現在の姿」の見える化 

３ 「あるべき姿」の検討 ・ 対象業務の「あるべき姿」の見える化 

４ 

サービスと組

織・業務・シス

テムの組み替

え検討 

次期システムの検討 ・ 対象業務の「次期の姿」の見える化 

・ 「次期の姿」の中でシステム化する箇所

とその仕様の見える化 

図 自治体ＥＡの作業手順（全体像） 
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１）刷新化の方向性策定 

自治体ＥＡでは最初に、ＩＴを活用した「サービスと組織・業務・システムの組み替え」

によって達成すべき目的・目標、目的達成のための刷新化行動（組み替え項目）、および

個々の刷新化行動の実施時期について、検討に参加する関係者間で意識共有を図ります。 

１ 刷新化の方向性策定

地元の
住民や企業など

行政へのニーズ

首長 団体の運営方針
など

国や他の団体、
関連業界など 地方自治に係る

施策や動静など

①
各
種
資
料
の
収
集

達成すべき
具体的な数
値目標

②
環
境
分
析

③
行
動
成
功
要
因

分
析

④
目
的
手
段
分
析

⑤
３
段
階
工
程
表

検
討

⑥
行
動
目
標
設
定

サービスと組織・業務・システムの組み替え検討

刷新化行動と
その実施目的

個々の刷新化
行動の実施時
期

収集
資料

SWOT図
行動成功

要因分析図
目的手段
分析図

３段階
工程表

行動目標
設定表

 

作業段階 

No. 名称 

概要 

① 各種資料の収集 「刷新化の方向性策定」において参考とする各種資料の収集 

② 環境分析 その地方公共団体の特徴（強み、弱み）と置かれている状況（機

会、脅威）に関する意識共有 

③ 行動成功要因分析 目的達成のポイントとなる「行動成功要因」に関する意識共有 

④ 目的手段分析 達成すべき目的とその達成手段（刷新化行動）との因果関係に関

する意識共有 

⑤ ３段階工程表検討 個々の刷新化行動の実施時期や優先順位に関する意識共有 

⑥ 行動目標設定 目的の達成度を示す指標と数値目標に関する意識共有 

図 「刷新化の方向性策定」の作業手順 

 

①各種資料の収集 

刷新化の方向性策定の作業を始めるにあたり、地元の住民や企業の行政へのニーズ、そ

の地方公共団体の運営に係る首長の方針、団体全体で達成すべき目的やその達成方策、地

方自治全般に係る施策や動静等についての情報が、検討に参加する自治体職員の間で十分

に共有されている必要があります。本作業では、検討参加者の間で共有すべき情報が記載

された各種資料（住民満足度調査結果、首長のマニフェスト、議会での方針演説、総合計

画や行政評価資料、国や他の地方公共団体および企業等が公開する資料、その他の各種統

計資料など）を収集しておきます。 
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②環境分析 

ＩＴを活用した「サービスと組織・業務・システムの組み替え」を検討するには、各地

方公共団体の特徴（強み、弱み）や置かれている状況（機会、脅威）を踏まえた上で、組

み替えによって達成すべき目的、目的達成のための刷新化行動（組み替え項目）、および

個々の刷新化行動の実施時期について検討することがポイントとなります。自治体ＥＡで

は「SWOT 図」を用いて、その地方公共団体の現状について関係者間で意識共有を図ります。 

Ｓ（強み） Ｏ（機会）

Ｗ（弱み） Ｔ（脅威）

強みa１

強み２
・・・

弱み２

弱みa１

・・・

機会a１

機会a２
・・・

脅威１

脅威２

・・・

強みＡ

弱みＡ

機会Ａ

（強み全体を示すキャッチフレーズ）

主従関係

相互
関係

反対関係

（弱み全体を示すキャッチフレーズ） （脅威全体を示すキャッチフレーズ）

（機会全体を示すキャッチフレーズ）

 

図 SWOT 図の様式 

 

③行動成功要因分析 

次に、環境分析によって明らかにしたその地方公共団体の特徴や置かれている状況を踏

まえ、目的の達成方策について検討します。この時、特に力を入れて（予算や人員を投入

して）実施すべき目的達成方策のことを「行動成功要因」といいます。自治体ＥＡでは SWOT

図から個々の行動成功要因を導出し、全体を「行動成功要因分析図」にまとめながら、目

的達成の行動成功要因の全体像について関係者間で意識共有を図ります。 

行動成功要因（大項目）

行動成功要因（中項目）

行動成功
要因１

行動成功
要因２

・・・ ・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・ ・・・

・・・

・・・

・・・

・・・ ・・・

・・・

・・・ ・・・

主従関係

 

図 行動成功要因分析図の様式 
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④目的手段分析 

次に、目的達成に係る行動成功要因を踏まえながら、ある目的を達成するには何をすれ

ば良いかという「目的とその達成手段の連鎖」について検討します。自治体ＥＡでは「目

的手段分析図」を用いて、行動成功要因分析図に示された行動成功要因を織り交ぜながら、

達成すべき目的とその達成手段との因果関係（目的と手段の階層構造）について関係者間

で意識共有を図ります。なお、目的手段分析図で示された達成手段の中で、サービスや組

織・業務・システムの具体的な組み替えを伴うものが、自治体ＥＡにおける「刷新化行動」

の候補となります。 

最終的に達成すべき目的

上記目的の達成手段

・・・ ・・・

・・・

具体的目的１ 具体的目的２

・・・

刷新化行動１

目的（何のために）

手段（どのようにして）

刷新化行動２

 

図 目的手段分析図の様式 

 

⑤３段階工程表検討 

次に、目的手段分析によって明らかになった個々の刷新化行動をどの時期にどの順番で

実施するのが良いのかについて検討します。自治体ＥＡでは「３段階工程表」を用いて、

目的手段分析図で示された刷新化行動の実施時期を第１段階（短期）、第２段階（中期）、

第３段階（長期）に分類していくことで、個々の刷新化行動の実施時期や優先順位につい

て関係者間で意識共有を図ります。なお、刷新化行動に情報システムの導入などが含まれ

ている場合、一般的に一度導入された情報システムは継続して利用されるため、既存シス

テムの更改時期など複数年先を見通した中長期の検討を行います。 

「タイトル（達成すべき目的）」 
第１段階（短期） 第２段階（中期） 第３段階（長期） 

・刷新化行動１ 
 行動 1-1 
 行動 1-2 
  行動 1-2-1 

・○○○ 

・刷新化行動２ 
  ○○○ 
   ○○○ 
・○○○ 
・○○○ 

・○○○ 
・○○○ 
  ○○○ 
  ○○○ 
・○○○ 

図 ３段階工程表の様式 
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⑥行動目標設定 

次に、目的手段分析によって明らかになった最終的に達成すべき目的やその目的を具体

化したものについて、それらの具体的な数値目標を設定することで、関係者が同じ目的の

達成に向かって検討が進められるようにします。例えば、費用の削減という定性的な目的

の捉え方が関係者によって異なることにより、ある費用の削減が別の費用の増大につなが

る、といったことが発生しないようにします。自治体ＥＡでは、達成すべき目的について

「実際に計測可能な評価指標」と「その指標に基づく定量的な目標（数値目標）」を検討

して、その結果を「行動目標設定表」にまとめます。そして、刷新化行動の実施後に実測

した評価指標の値が目標数値に達すれば当初の目的が達成されたと捉えることで、目的に

関する関係者間の意識共有を図ります。なお、数値目標は「品質向上（Quality）」「費用

低減（Cost）」「時間短縮・適時性（Time）」のいずれかに関するものになります。 

 
行動計画 行動内容 Q,C,T 目標 状態 現状 目標値 

具体的目的

1-1 
目標区分

1-1 
達成すべき状況

1-1 
評価指標 1-1 評価指標の

現在値 1-1 
数値目標 1-1最終的に達

成すべき目

的１ 具体的目的

1-2 
目標区分

1-2 
達成すべき状況

1-2 
評価指標 1-2 評価指標の

現在値 1-2 
数値目標 1-2

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

図 行動目標設定表の様式 

 

例えば、最終的に達成すべき目的を「窓口サービスの向上」とした場合の行動目標設定

表の例は、以下のようになります。 

 

行動計画 行動内容 Q,C,T 目標 状態 現状 目標値 
住 民 へ の 接

客向上 

Q 窓口での苦情件

数を削減する 

年 間 苦 情 件

数 

△件 ○件 

T 受付処理時間を

短縮する 

１件当たりの

平 均 受 付 時

間 

(不明) 現状より○％

短縮 

窓口サービス

を向上する 

手続の改善 

T １個所で済む手

続数の増加 

１個所で済む

手 続 の 種 類

（数） 

△種類 ○種類 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

図 行動目標設定表の例 
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２）現状把握 

刷新化の方向性策定で明らかにした目的を達成するための刷新化行動の内容について

検討するには、組み替え対象業務の構造を示した「見取り図」が必要になります。自治体

ＥＡでは、組み替え対象業務のＥＡ図表を書き起こすことで、その業務の「現在の姿」に

関する関係者間の知識・情報の共有を図ります。 

１

刷
新
化
の
方
向
性
策
定

２ 現状把握

①
分
析
対
象
の
業
務

範
囲
の
特
定
と

既
存
資
料
の
収
集

②
業
務
の
概
要

の
把
握

③
業
務
の
構
造

分
析

④
業
務
の
実
現

手
段
分
析

収集
資料

業務説明表
DMM
DFD

目的手段
分析図

３段階
工程表

組み替えの
対象業務

業務要件定義表
情報実体一覧表

参照モデル

対象業務の
「現在の姿」
（構造と実現手
段）

３

「あ
る
べ
き
姿
」の
検
討

 
 

作業段階 

No. 名称 

概要 

① 分析対象の業務範囲の特定と

既存資料の収集 

分析する業務の範囲に関する知識・情報の共有と、その

業務の現状把握において参考とする各種資料の収集 

② 業務の概要の把握 対象業務の概要に関する知識・情報の共有 

③ 業務の構造分析 対象業務の現在の構造に関する知識・情報の共有 

④ 業務の実現手段分析 対象業務の現在の実現手段に関する知識・情報の共有 

図 「現状把握」の作業手順 

 

①分析対象の業務範囲の特定と既存資料の収集 

最初に、組み替え対象となる業務の範囲を明らかにしてから、その範囲について分析を

始めます。 

また、現状把握の作業を始めるにあたり、分析対象業務の実施手順、使用している帳票、

業務量などについての資料をそろえる必要があります。そこで、これら情報が記載された

各種資料（分掌規定や例規集、業務手引書、帳票サンプル、情報システムの利用マニュア

ル、業務統計資料など）を収集します。なお、現状把握作業の冒頭で関連資料をすべて収

集している必要はなく、作業を進めていく中で必要に応じて資料を追加収集します。 

 

②業務の概要の把握 

自治体ＥＡでは、「業務説明表」を用いて分析対象とする業務の概要（業務名、業務の

目的・概要、根拠法令等、所管部署、業務規模、成果目標、投入資源など）をまとめるこ
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とで、分析対象業務の概要について関係者間で知識・情報の共有を図ります。 

備考

繁忙期 閑散期

（対象業務の業務番号）

説明項目

（整理番号）

（対象業務の業務名：分掌規定に沿った名称とするのが良い）

（その業務は、誰のために、また何のために、何を行うことによって、どのような成果を得ようとしているのか？）

（市が対象業務を行うことの根拠となるもの）

（同上）

（同上）

（分掌規定上の、対象業務の所管部署）

（対象業務の「規模」を示す数量、台帳登録件数・申請
受付件数・証明書交付件数など）

年間総計 通常期

市の条例・規則・要綱、計画等

（対象業務の実施に費やされている資源、担当職員数、
情報システム費用など）

（担当職員数は、その業務に投入している時間相当の人員数
を記入：１人で２業務担当している場合は「０．５人」等）

（対象業務が「業務目的」を果たしているかを測るため
の指標）

投入資源

根拠法令等

所管部署

業務名

業務の目的・概要

業務規模

成果指標

法律、政省令、計画等

県の条例・規則・要綱、計画等

 

図 業務説明表の様式 

 

③業務の構造分析 

分析対象業務の範囲とその概要が明らかになったら、次にその業務を「機能」と「情報」

の組み合わせとして捉えて、業務の構造を見える化していきます。自治体ＥＡでは、業務

を構成する「機能」の階層構造を示す「機能分析表（DMM：Diamond Mandara Matrix）」、

業務の構造を「機能」とそれらの間を流れる「情報」として示す「機能情報関連図（DFD：

Data Flow Diagram）」を用いて、分析対象業務の構造について関係者間で知識・情報の共

有を図ります。 
1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3

機能１－１ 機能１－２ 機能１－３ 機能２－１ 機能２－２ 機能２－３ 機能３－１ 機能３－２ 機能３－３

1-8 1 1-4 2-8 2 2-4 3-8 3 3-4

機能１ 機能１－４ 機能２ 機能３ 機能３－４

1-7 1-6 1-5 2-7 2-6 2-5 3-7 3-6 3-5

機能１－５

8-1 8-2 8-3 1 2 3 4-1 4-2 4-3

機能８－１ 機能８－２ 機能１ 機能２ 機能３ 機能４－１ 機能４－２ 機能４－３

8-8 8 8-4 8 0 4 4-8 4 4-4

機能８ 機能８ ○○業務 機能４ 機能４ 機能４－４

8-7 8-6 8-5 7 6 5 4-7 4-6 4-5

機能７ 機能６ 機能５ 機能４－７ 機能４－６ 機能４－５

7-1 7-2 7-3 6-1 6-2 6-3 5-1 5-2 5-3

機能７－１ 機能６－１ 機能６－２ 機能６－３ 機能５－１ 機能５－２

7-8 7 7-4 6-8 6 6-4 5-8 5 5-4

機能７ 機能６－８ 機能６ 機能６－４ 機能５

7-7 7-6 7-5 6-7 6-6 6-5 5-7 5-6 5-5

機能６－７ 機能６－６ 機能６－５

 

図 機能分析表（DMM）の様式 
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機能２

機能３－１

情報Ａ

機能３－２

情報Ｂ

機能３－３

情報Ｃ

情報Ｄ

情報Ｅ

機能３－４

滞留情報Ｆ

情報Ｇ

機能４
情報Ｈ

 

図 機能情報関連図（DFD）の様式 

 

なお、分析対象業務を所管する原課の担当者がこれらの図表を一から作図するのは手間

がかかります。そこで本手引きでは、参考となる作図済みの図表（DMM、DFD）を「参照モ

デル」として提供しています。実際の作業は、分析対象業務の DMM や DFD を白紙の状態か

ら書き始めるのではなく、参照モデルを活用し、それを分析対象業務の現状に合うように

修正することで進めると効率的です。 

また、業務の構造分析の結果、分析対象とする業務範囲が不適当である（範囲が狭すぎ

る、もしくは広すぎる）と判断された場合は、前段の「分析対象の業務範囲の特定」作業

に戻って、対象範囲について再検討します。 

 

④業務の実現手段分析 

分析対象業務の構造を見える化することができたら、次に、分析対象業務の実現手段に

ついて見える化していきます。自治体ＥＡでは、業務を構成する個々の「機能」の実現手

段や作業量などを示す「業務要件定義表」、業務を構成する個々の「情報」の流通・蓄積

手段（紙媒体、ファイルなど）やそれら帳票・画面の様式名などを示す「情報実体一覧表」

を用いて、分析対象業務の現在の実現手段について関係者間で知識・情報の共有を図りま

す。 
実施方法

階層0 階層1 大項目 手作業
（DFD 機 システム

外部委託
・・・ ○○業務 機能３ 機能３－１ 機能３－１ （機能３－１の

作業内容）
・情報Ａ ・情報Ｂ 手作業 ○○課

（窓口）
○名　繁忙
期は◎名

◎分/件 ○件／日
（届出件数
概算）

・・・ 機能３－２ 機能３－２ （機能３－２の
作業内容）

・情報Ｂ ・情報Ｃ 手作業
システム

○○課
（△△係）

○名 ○分/件 ○件／日

・・・ 機能３－３ 機能３－３ （機能３－３の
作業内容）

・情報Ｃ ・情報Ｄ
・情報Ｅ

システム ○○課
（△△係）

○名 ○分/件 ○件／日

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

作業者 作業時間 作業量入出力情報

出力 参照

作業場所
(担当部署)

対応DFD 作業名No.

階層2 中項目 小項目

作業内容

入力

 

図 業務要件定義表の様式 
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区分
紙帳票 区分
紙台帳 情報の流れ

ｼｽﾃﾑ画面 情報の滞留
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
電子ﾌｧｲﾙ

・・・ ○○届 紙帳票 ○○業務 機能３ 機能３－１
機能３－２
機能３－３

情報の流れ 01○○届

・・・ ○○証明書 紙帳票 ○○業務 機能３ 機能３－３ 情報の流れ 10○○証明書

・・・ ○○日報 紙帳票 ○○業務 機能３ 機能３－３ 情報の流れ 20○○日報

・・・ ○○台帳 紙台帳 ○○業務 機能３ 機能３－３
機能３－４

情報の滞留 30○○台帳

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

提供資料番号

情報Ａ
情報Ｂ
情報Ｃ

情報Ｄ

情報名
No. 名称

階層0 階層1
対応DFD

階層2

滞留情報Ｆ

・・・

情報Ｅ

 

図 情報実体一覧表の様式 
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３）「あるべき姿」の検討 

刷新化の方向性策定で達成すべき目的、目的達成のための刷新化行動（組み替え項目）

および個々の刷新化行動の実施時期を明確にして、また現状把握で組み替え対象の「現在

の姿」を見える化したら、いよいよ、目的達成のためのＩＴを活用したサービスや組織・

業務・システムの組み替えについての検討、すなわち「あるべき姿」の検討に進みます。

自治体ＥＡでは、以下の手順を踏みながら関係者の意識共有を図りつつ、「あるべき姿」

を見える化していきます。 

２

現
状
把
握

３ 「あるべき姿」の検討

①
業
務
の
論
理
化

参照モデル

対象業務の
「現在の姿」
（構造と実現手
段）

４

次
期
シ
ス
テ
ム
の
検
討

DMM
DFD

業務要件定
義表、情報
実体一覧表

対象業務の
「あるべき姿」
の構造

１

刷
新
化
の
方
向
性
策
定

目的手段
分析図

３段階
工程表

行動目標
設定表

達成すべき目的・
目標とその実現方
策の方向性

②業務を構成する
「機能」の抽象化

③業務を構成する
「情報」の抽象化

④
「あ
る
べ
き
姿
」の

構
造
の
明
確
化

DFD
（ToBe）

UML
クラス図

DFD
（論理化）

 
 

作業段階 

No. 名称 

概要 

① 業務の論理化 利用者側の視点で見た業務の区切りに関する意識

共有 

② 業務を構成する「機能」の抽象化 「機能」の標準化の可能性に関する意識共有 

③ 業務を構成する「情報」の抽象化 「情報」の標準化の可能性に関する意識共有 

④ 「あるべき姿」の構造の明確化 標準化された「機能」「情報」に基づく組み替えに

よる「あるべき姿」に関する意識共有 

図 「あるべき姿の検討」の作業手順 

 

①業務の論理化 

最初に行うのは、刷新化の方向性策定での検討結果を念頭に、現在の業務を、利用者側

の視点で見た一連の「機能」「情報」のつながりとして捉えることです。 

具体的には、刷新化の方向性策定で導出された刷新化行動の中から、利用者側の視点で

組み替えたサービスの典型例（あるライフ・イベントで必要となるサービス一式の一括提

供など）を選び、そのサービスを提供する際に、関連する現行の複数の業務が、一連の「機

能」「情報」のつながりとして１つにまとまるかについて、現状把握で作成した DFD を使
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って、このサービスに係る「機能」とそれらの間を流れる「情報」を一筆書きの要領で結

んでいきます。自治体ＥＡではこの作業を「論理化」「DFD の論理化」もしくは「一筆書き」

と呼びます。また一筆書きによって導出されたそのサービスにおける主たる情報の流れを

「ドライブ情報」と呼びます。 

論理化の結果、一連の「機能」「情報」のつながりの中で重複すると思われる「機能」

や、不要と思われる「情報」の複雑な流れ（複数の DFD の間で「情報」が行ったり来たり

している、等）が見つかった場合は、該当する「機能」の廃止・省略や DFD 間の「機能」

の置き換えなどについて検討し、一連の「機能」「情報」のつながりがシンプルになるよ

うにします。 

機能
１－１

機能
１－２

機能
１－３

機能
１－５

利用者
（住民など）

機能
１－４

機能
２－１

機能
２－２

機能
２－３

機能
１－１

機能
１－２

機能
１－３

機能
１－５

利用者
（住民など）

機能
１－４

機能
２－１

機能
２－２

機能
２－３

情報の不要に
複雑な流れ

機能
１－３

機能を置き換えて
情報の不要に複雑
な流れを解消

 
図 論理化（一筆書き）の実施例 

 

②業務を構成する「機能」の抽象化 

次に、先に実施した論理化で抽出されたドライブ情報に着目して、組み替え対象の業務

を構成する個々の「機能」が標準化できるかについて検討します。 

例えば、種々の申請・届出業務（住民異動届、印鑑登録など）や証明書交付業務（住民

票の写しの交付、印鑑登録証明書の交付など）について、DFD を横並びにして個々の業務

の構造を見てみると、どの業務もそれぞれ概ね次頁の図のような構造になっていることが

分かります。さらに、申請・届出業務と証明書交付業務において、住民から申請書を受け

付け、審査する部分の構造は概ね同じであることが分かります。これらをまとめると、種々

の申請・届出業務や証明書交付業務が、次頁の表のように同じ業務構造の組み合わせから

できていることが把握できます。自治体ＥＡでは、このように複数の業務の DFD を横並び

に比較して業務構造の類似性を抽出し、複数の業務が同じ「機能」の組み合わせからでき
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ていることを把握する作業のことを、「機能の抽象化」と呼びます。 

申請・届出

住民 受付 審査 台帳記載 交付・通知

所管台帳

住民

他業務

他団体

他業務 他団体

証明書交付

住民 受付 審査 証明書作成 交付

所管台帳

住民

他業務 他団体

申請書

申請書

証明書

台帳記載した旨
(もしくは登録証)

登録情報：申請届出情報 登録情報：通知情報

証明・閲覧情報：申請届出情報 証明・閲覧情報：交付・通知情報

 

図 業務を構成する「機能」の比較の例 

表 異なる業務を「標準化された同じ機能の組み合わせ」として捉えた例 

業務の構造（「機能」の組み合わせ） 

申請届出情報の処理機能 交付・通知情報の処理機能 

業務 

区分 

対象 

受付/審査 台帳記載 証明書作成 交付・通知 

住民異動届 ○ ○  ○ 

印鑑登録 ○ ○  ○ 

申請・

届出 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

住民票の写し ○  ○ ○ 

印鑑登録証明書 ○  ○ ○ 

証明書

交付 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

 

本手引きでは、あらかじめこの作業を実施した結果をまとめて「参照モデル（UML クラ

ス図の下半分）」として提供しています。実際の「機能」の抽象化作業は、分析対象業務

の横並び比較を一から行う必要はなく、参照モデルを活用して、分析対象業務のドライブ

情報が参照モデル（UML クラス図）のどの区分に分類されるかを検討することで、実施す

ることができます。 

例えば、住民情報業務（住民基本台帳、戸籍、外国人登録、印鑑登録、選挙人名簿）に

ついて、業務を構成する「機能」の組み合わせパターン（ドライブ情報の処理パターン）

とそのパターンで処理されるドライブ情報をまとめると、次頁の UML クラス図の下半分の

ようになります。原課担当者が住民情報業務に係る「機能」の抽象化作業を行う場合には、

当該業務に係るDFDの論理化で抽出されたドライブ情報がUMLクラス図の下半分のどの区

分（処理パターン）で処理されるかについて検討することになります。実際には、UML ク
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ラス図の下半分で分類済のドライブ情報の中に、分析対象業務におけるドライブ情報と似

たものがあるかについて検討します。もし、抽出されたドライブ情報を掲載した帳票が「住

民票の写し等の交付申請書」や「住民票の写し」に近いものであれば、その業務は「申請

情報」の処理機能と「交付・通知情報」の処理機能という「機能」で構成されているもの

と把握できます。分析対象業務の DFD を他の業務と横並びに比較して個別に検討しなくて

も、UML クラス図をこのように利用すれば、分析対象業務を構成する「機能」を、UML ク

ラス図の下半分に示された「機能」の組み合わせパターンを単位として、UML クラス図上

で分類済みの他の業務との間で「機能」を標準化できる可能性が高いと判断することがで

きます。 

住民情報業務活動

ヒト モノ・サービス

登録情報 変更・消除情報 証明・閲覧情報 統計・報告情報

通知情報

連携情報

報告情報

通知情報

連携情報

申請情報

交付・通知情報

住民異動届

戸籍の附票記載事項通知

・・・

印鑑登録申請書

住民情報

異動情報

戸籍の附票記載事項通知

選挙人名簿

印鑑登録証

申請届出情報申請届出情報

住民異動届

戸籍の附票記載事項通知

住民票記載事項通知

・・・

回復連絡

変更登録申請書・家族事項

登記事項通知書

戸籍の附票記載事項通知

原票送付請求書

変更登録報告書

・・・

外国人登録証明書交付報

外国人登録原票

原票閉鎖報告書

変更情報

消除情報
異動情報

住民異動情報

住民票の写し等交付申請書

住民基本台帳カード交付申

・・・

投票用紙等請求書

印鑑登録証明書交付申請

住民票コード通知書

住民票の写し

閲覧簿

・・・

投票用紙

郵便等投票証明書

選挙人名簿登録証明書

人口統計表

統計表

・・・

団体 個人 職員 証明 手数料 統計

・・・

 

図 住民情報業務に関する参照モデル（UML クラス図の下半分） 

 

③業務を構成する「情報」の抽象化 

次に、先に実施した論理化で抽出されたドライブ情報に着目して、組み替え対象の業務

を構成する個々の「情報」が標準化できるかについて検討します。 

自治体ＥＡでは、種々の業務を流れる「情報（特にドライブ情報）」は、次頁で示すよ

うに、５つの部分から構成される標準的な構造を持っていると捉えます。 

このドライブ情報の標準的な構造において、「1.情報の流れ（取引）の種類」はそのド

ライブ情報の名称になります。また「2.情報の送付先」と「3.情報の送付元」はそれぞれ、

そのドライブ情報の送付先と送付元となります。そして「4.その情報で伝える内容」がそ

の業務を構成する主たる「情報」になります。なお、「5.その情報が発生した事由・状況」

には、ドライブ情報を送受したときの窓口担当者やサービスの利用手数料など付加的な情

報が入ります。 



42 

住民 受付

△△証明書
交付申請情報

情報の送付元

情報の送付先

△△証明書交付申請書

申請先

申請者 （氏名、本人/その他）

必要とする証明

証明対象 証明内容
（証明対象の属性）

申請状況
（申請日など）

Ａ氏の 名前
現住所
本籍

・・・ ・・・

ドライブ情報の
標準的な構造

3.情報の送付元

2.情報の送付先

1.情報の流れ

（取引）の種類

5.その情報が発生

した事由・状況

4.そのドライブ情報

で伝える内容

住民票の写し等交付申請

申請先

申請者

○○市長 殿

◎◎ （本人）

必
要
と
す
る
証
明
書

その他

申請日：yy/mm/dd
本人確認：○○
手数料：○円

本人の住民票の写し
・○通
・個人のみ掲載
・本籍地を載せる
・世帯主である旨を

載せる

印鑑登録証明書交付申請

あて先

窓口に
来た人

○○市長 殿

◎◎ （本人）

必
要
な
印
鑑
登
録
証
明

その他

申請日：yy/mm/dd
手数料：○円

登録番号：xxxx
必要枚数：○通

市民税証明申請

申請先

窓口に
来た方

○○市長 殿

△△

必
要
と
す
る
証
明

その他

使用目的：○○○
申請日：yy/mm/dd
本人確認：○○

◎◎（△△の夫）の
課税証明
・平成○年度分
・○通

同じ構造

すべて「ヒト、モノ、カネ」に関するデータの集まり

様々なドライブ情報

 
図 ドライブ情報の標準的な構造 

 

また自治体ＥＡでは、ドライブ情報の構造の標準化に加えて、ドライブ情報の中身の標

準化についても検討します。 

例えば、ある住民（◎◎さん）が自分の「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「所得証明

（市民税証明）」の各証明書を取得しようとする場合、通常、これら証明の基となる台帳

は、次頁の上の図（左側）のように対象業務毎に別々に管理されており、台帳上は「住民

登録している◎◎さん」「印鑑登録している◎◎さん」「税金を納めている◎◎さん」が存

在しています。しかし実際は「住民登録と印鑑登録をして税金を納めている◎◎さん」が

１人存在しているだけです。 

自治体ＥＡでは、個々の業務で対象としているものを「本来は同じもの」として次頁の

上の図（右側）のように捉えます。この場合、「住民登録者」「印鑑登録者」「納税者」と

いう情報は、その者に関する基本的な情報（氏名、性別、生年月日など）を核として、そ

こに各業務に特有の情報が付加されているという総体としての「一個人」の情報の一部と

捉えることができます。 

 

このように、自治体ＥＡではドライブ情報の構造とその中身の標準化についてそれぞれ

検討し、ドライブ情報全体が次頁の下の図のように標準化できるものと捉えます。 
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登録番号
氏名

漢字
フリガナ

性別
生年月日
現住所
転入日
世帯主区分
・・・

住民基本台帳

登録番号
登録者

名前
性別
生年月日

登録印影
登録日
・・・

印鑑登録台帳

登録番号
課税対象者

氏名
性別
生年月日
現住所

年度
所得額
・・・

課税台帳（個人）

住民登録して
いる◎◎さん

印鑑登録して
いる◎◎さん

税金を納めて
いる◎◎さん

◎◎さんに関する情報（全体）

◎◎さん
・住民登録している
・印鑑登録している
・税金を納めている

住基登録番号
転入日
現住所
世帯主区分
・・・

印鑑登録番号
登録日
印影
・・・

課税対象番号
年度
所得額
・・・

従来の捉え方
（業務毎に個別に捉える）

自治体ＥＡにおける捉え方
（「本来は同じもの」と捉える）

登録番号
氏名

漢字
フリガナ

性別
生年月日
・・・

基
本
的
な
情
報

各
業
務
に
特
有
の

情
報

 

図 ドライブ情報の中身の標準化 

 

ドライブ情報の
標準的な構造

3.情報の送付元

2.情報の送付先

1.情報の流れ

（取引）の種類

5.その情報が発生

した事由・状況

4.そのドライブ情報

で伝える内容

住民票の写し

・・・

発行者 ○○市長

（
内
容
）

その他
発行日：yy/mm/dd

氏名：◎◎
生まれ：yyyy/mm/dd
性別：○
現住所：ＸＸＸＸＸ
その他：世帯主
・・・

印鑑登録証明書

・・・

発行 ○○市長

（
内
容
）

その他
証明日：yy/mm/dd

住所：ＸＸＸＸＸ
氏名：◎◎
生まれ：yyyy/mm/dd
性別：○
印影：・・・

市民税証明申請

・・・

証明者 ○○市長

（
内
容
）

その他
交付日：yy/mm/dd

住所：ＸＸＸＸＸ
氏名：◎◎
年度：平成○年度
所得額：ＹＹＹＹ円

様々なドライブ情報

住基登録番号
転入日
現住所
世帯主区分
・・・

印鑑登録番号
登録日
印影
・・・

課税対象番号
年度
所得額
・・・

業務の対象となるものの
標準的な示し方

登録番号
氏名

漢字
フリガナ

性別
生年月日
・・・

 
図 ドライブ情報全体（構造と中身）の標準化 
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自治体ＥＡでは、複数の業務におけるドライブ情報の構造とその中身を横並びに比較し

て類似性を抽出し、複数の業務が同じ「情報」の組み合わせからできていることを把握す

る作業のことを「情報の抽象化」と呼びます。具体的には、業務における種々の帳票等に

記載されている情報項目を抽出して表にまとめながら、各種帳票等の情報項目を横並び比

較していきます。 

本手引きでは、あらかじめこの作業を実施した結果をまとめて「参照モデル（UML クラ

ス図の上半分）」として提供しています。自治体ＥＡにおける実際の「情報」の抽象化作

業は、ドライブ情報からの情報項目抽出や横並び比較を一から行うのではなく、参照モデ

ルを活用して、そのドライブ情報が参照モデルで区分されている業務の対象のどれに関す

る「情報」を記載しているかを検討することで行います。 

例えば、住民情報業務（住民基本台帳、戸籍、外国人登録、印鑑登録、選挙人名簿）の

各業務で対象となるものをまとめると、以下に示す UML クラス図の上半分のようになりま

す。原課担当者が住民情報業務に係る「情報」の抽象化作業を行う場合には、当該業務の

ドライブ情報の中身がUMLクラス図の上半分で分類済みのどの対象に関するものかについ

て検討することになります。 

住民情報業務活動

ヒト モノ・サービス

登録情報 変更・消除情報 証明・閲覧情報 統計・報告情報

通知情報

連携情報

報告情報

通知情報

連携情報

申請情報

交付・通知情報

住民異動届

戸籍の附票記載事項通知

・・・

印鑑登録申請書

住民情報

異動情報

戸籍の附票記載事項通知

選挙人名簿

印鑑登録証

申請届出情報申請届出情報

住民異動届

戸籍の附票記載事項通知

住民票記載事項通知

・・・

回復連絡

変更登録申請書・家族事項

登記事項通知書

戸籍の附票記載事項通知

原票送付請求書

変更登録報告書

・・・

外国人登録証明書交付報

外国人登録原票

原票閉鎖報告書

変更情報

消除情報
異動情報

住民異動情報

住民票の写し等交付申請書

住民基本台帳カード交付申

・・・

投票用紙等請求書

印鑑登録証明書交付申請

住民票コード通知書

住民票の写し

閲覧簿

・・・

投票用紙

郵便等投票証明書

選挙人名簿登録証明書

人口統計表

統計表

・・・

団体 個人 職員 証明 手数料 統計

・・・

 

図 住民情報業務に関する参照モデル（UML クラス図の上半分） 

 

④「あるべき姿」の構造の明確化 

「①業務の論理化」では、前段の「２．現状把握」で把握した分析対象業務の構造を利

用者側の視点で捉え直して業務の区切りを把握し、一連の「機能」「情報」のつながりの

中で重複する「機能」や不要と思われる「情報」の複雑な流れの排除について検討しまし

た。また「②機能の抽象化」「③情報の抽象化」では、利用者側の視点で捉え直した一連
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の業務の構造を組み替えるために、その業務を構成する「機能」「情報」がそれぞれ標準

化可能であるかについて検討しました。対象業務の組み替え検討にかかるこれらの準備作

業が一通り終わったら、いよいよ「サービスや組織・業務・システムを組み替えて目的を

達成した姿」いわゆる「あるべき姿」について検討します。 

まず、刷新化の方向性策定で導出された刷新化行動に関連する業務を起動するイベント

を考え、これまでの「論理化」「機能の抽象化」「情報の抽象化」の結果に基づき、その業

務を構成する「機能」「情報」がイベントを受けてどのようにつながっていくかについて、

利用者側の視点でまとめます。 

例えば「住民向け窓口サービスの向上」という目的に関する刷新化行動の中から「証明

書交付サービスの一元的提供」を選び、それに関するイベントとして「住宅ローンを組む

際に必要となる公的証明書の取得」を考える場合、対象業務の「現在の姿」をまとめると

下図のようになります。 
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受付
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交付

手続きに手間や時間がかかる
• ３箇所の窓口に行かなければ
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らない

業務毎に、窓口対応のための
人員や予算がかかっている

市
民
課
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舎
１
階
）

納
税
課
（庁
舎
２
階
）

 

図 「住宅ローンを組む際に必要となる公的証明書の取得」に係る業務の「現在の姿」 

 

「現在の姿」では、個々の業務で個別に証明書を交付しているため、住民側から見ると

手続きに手間や時間がかかっており、市役所側としても業務毎に窓口対応のための人員や

予算をかけている、という状況です。また個々の業務の中には、審査機能や証明書作成機

能など、本来、他の業務と同時並行で実施可能な「機能」が含まれており、各窓口を回る
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順番をうまく考えれば証明書の取得にかかる総時間を短縮することができますが、住民側

には「どの業務（窓口）が混んでいるか」「自分用の証明書はいつ頃できあがるのか」と

いった情報が通知されていないので、どの窓口をどの順番で回れば一番早く全ての証明書

が取得できるかについて住民側で判断することができません。 

 

次に、対象業務を構成する「機能」「情報」の抽象化結果に基づき、現行のサービスや

組織・業務・システムを住民の視点で組み替えた「あるべき姿」についての検討結果を図

にまとめます。 

下図の組み替え例では、現行の「業務毎（証明書の種類毎）のサービス」の提供窓口を

「総合窓口」として一本化しており、申請書の様式も証明書の種類に依らず１つにまとめ

ています。また、業務毎に行う審査と証明書作成の各機能を並列に実行します。これによ

って、住民側から見ると手続きにかかる手間や時間が大幅に削減されるとともに、市役所

側としても、従来、各課で窓口対応していた担当者の総数が削減され、証明書交付に係る

情報システムの費用も抑制されます。 

住民基本台帳
（証明）

審査

市役所

証明書作成

総合窓口

総合受付

総合交付

申請情報

証明情報
・住民票の写し
・印鑑証明
・所得証明

窓口対応のための人員や
予算が抑制、削減される

住民 審査

証明書作成

審査

証明書作成

印鑑登録
（証明）

個人住民税
（証明）

手続きに係る手間や時間
が削減される
•１箇所の窓口で済む
•同じことは１回書けばよい

す
べ
て
の
手
続
き
を
終
え
る

ま
で
に
必
要
と
な
る
時
間

市民課（庁舎１階） 納税課（庁舎２階）

総合窓口課（庁舎１階）

 

図 「住宅ローンを組む際に必要となる公的証明書の取得」に係る業務の「あるべき姿」（例） 
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４）次期システムの検討 

先に検討した「あるべき姿」は、その実現に係る種々の刷新化行動を実際に実施する際

の制約（法制度面、組織面、予算面、等）が全く存在しなければ、一挙に実現できます。

しかし実際には、刷新化行動の実施には様々な課題（法制度の見直し、組織の見直し、予

算の確保、等）が存在します。 

そこで、これら課題が一挙に解決できない場合には、「あるべき姿」を段階的に実現し

ていくための第一歩である「次期の姿」の構造について検討するとともに、「次期の姿」

の中のどの部分をシステム化すべきかについて検討していくことになります。 

３

「あ
る
べ
き
姿
」
の
検
討

４ 次期システムの検討

①
「
次
期
の
姿
」の

構
造
の
明
確
化

対象業務の
「あるべき姿」
の構造

１

刷
新
化
の
方
向
性
策
定

目的手段
分析図

３段階
工程表

行動目標
設定表

達成すべき目的・
目標とその実現方
策の方向性

DFD
（ToBe）

UML
クラス図

対象業務の「次
期の姿」の構造
とシステム化箇
所の仕様

「
次
期
の
姿
」の
実
現

（
シ
ス
テ
ム
調
達
な
ど
）

②
「
次
期
の
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」
に
お

け
る
シ
ス
テ
ム
化

箇
所
の
特
定

③
シ
ス
テ
ム
化
箇
所

の
仕
様
の
検
討

DFD
（次期）

DFD
（次期）

参照モデル

業務要件定義表

XMLスキーマ

情報ｼｽﾃﾑ機能構成図

ネットワーク構成図

DMM/DFD

ERD/ﾃﾞｰﾀ定義表

情報ｼｽﾃﾑ関連図

２

現
状
把
握

対象業務の
「現在の姿」
（構造と実現手
段）

DFD
（AsIs）

業務要件定
義表、情報
実体一覧表

 

作業段階 

No. 名称 

概要 

① 「次期の姿」の構造の明確化 対象業務の「次期の姿」に関する意識共有 

② 「次期の姿」におけるシステム化箇所

の特定 

「次期の姿」においてシステム化する部分に

関する意識共有 

③ システム化箇所の仕様の検討 システム化の仕様に関する意識共有 

図 「次期システムの検討」の作業手順 

 

①「次期の姿」の構造の明確化 

まず、刷新化の方向性策定で作成した３段階工程表を参照しながら、「あるべき姿」の

実現に向けて、分析対象業務の構造を「現在の姿」からどこまで組み替えるかについて検

討します。 
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先の「住宅ローンを組む際に必要となる公的証明書の取得」の例では、「あるべき姿」

において、総合窓口の設置における改組や庁舎内のレイアウト変更など、その実現に長期

の時間を要するものが含まれています。そこで本件に係る「次期の姿」では、将来の「あ

るべき姿」の実現を念頭に置きつつ、第１段階として「個々の業務を構成する機能の中で、

本来、同時並行で実行できる部分を実際に並列処理することにより、住民側から見た一連

の手続きに係る全体の所要時間を短縮する」ことについて検討します。この例では、業務

の構造は基本的に「現在の姿」と同じであり、個々の業務はそれぞれ独立して実行されま

すが、業務毎に行う審査と証明書作成の各機能を並列に実行することにより、その分だけ、

住民側から見た手続に係る時間が削減されることになります。ここで、実際に時間が削減

されるには、各業務（窓口）の混み具合や証明書に係る業務処理の進み具合を住民側に通

知して、どの窓口をどの順番で回れば一番早く全ての証明書が取得できるかについて住民

側で考えられるようにする必要があります。したがって本件に係る「次期の姿」では、住

民に個々の業務や提出した申請書の処理状況を通知するための「情報」を追加します。ま

た、この「情報」を用いて住民側に「全ての証明書の取得に、あとどのくらい時間がかか

るか（どのくらい待たされるか）」についてのおおよその目安を伝えることができれば、

窓口の混雑時における住民側の不快感の軽減にもつながります。 
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市役所

証明書作成

交付

受付

審査

証明書作成

交付

受付
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交付
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住民基本台帳
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印鑑登録
（証明）

個人住民税
（証明）

市民課（庁舎１階）

納税課（庁舎２階）

（各業務の処理状況）
各業務の処理状況を住民に伝
えるための「情報」を加える 並列処理される分だ

け、手続きに係る時
間が削減される

 

図 「住宅ローンを組む際に必要となる公的証明書の取得」に係る業務の「次期の姿」(例） 

 

②「次期の姿」におけるシステム化箇所の特定 

本件に係る「次期の姿」の業務を実際に実行するには、住民に個々の業務の処理状況を
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通知するための仕組みが必要になります。そこで本件では、「個々の業務が基本的に独立

して機能を実行するための仕組み」と「住民に個々の業務の処理状況を通知するための仕

組み」の２つについてシステム化することを検討します。 

 

③システム化箇所の仕様の検討 

本件に係る情報システムの構成例としては、以下の情報システム関連図に示すような

「個々の業務機能を提供するシステム（業務ユニット）」と「住民に個々の業務の処理状

況を通知するシステム（処理状況表示ユニット）」および「各ユニット間の連携に関する

システム（データ連携ユニットと統合 DB ユニット）」の３種類のシステムで全体を構成

することが考えられます。 

実際の業務では、各業務ユニットは個々の申請・届出に関する業務処理を個別に実行し

ます。また、個々の業務ユニットは、データ連携ユニットを介して統合 DB ユニットに処

理状況を登録します。処理状況表示ユニットは、統合 DB ユニットに格納された各業務ユ

ニットの処理状況を表示します。 

なお本件において、処理状況表示ユニットが個々の業務ユニットに直接照会をかけるの

ではなく、データ連携ユニットや統合 DB ユニットを介して照会をかけるようにしている

のは、本件に係る「あるべき姿」の実現の際、「次期の姿」の情報システムに「総合窓口

業務ユニット」を追加するだけで良いように考慮しているためです。直接照会をかける形

態にしてしまうと、総合窓口業務ユニットを追加した際、既存の業務ユニットすべてに総

合窓口業務ユニットへの接続機能を追加しなければならず、システムの改修費用が増大し

てしまいます。 

住民基本台帳
業務ユニット

（登録）

（・・・）

印鑑登録
業務ユニット

個人住民税
業務ユニット

・・・

データ連携ユニット

統合ＤＢ
ユニット

住民

窓口職員 窓口職員 窓口職員

市役所

各業務ユニットの
処理状況

申請書／証明書

（証明書交付）

（登録）

（・・・）

（証明書交付）

（登録）

（・・・）

（証明書交付）

処理状況
表示ユニット

（表示板）

各業務の
処理状況

総合窓口
業務ユニット

窓口職員

（受付/交付）

あるべき姿の実現の際に追加

児童手当
業務ユニット

窓口職員

（登録）

（・・・）

（証明書交付）

 
図 「住宅ローンを組む際に必要となる公的証明書の取得」に係る次期システムの例 
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本件に係る情報システムを調達するには、「次期の姿」に係るこれまでの検討結果に加

えて、情報システムに関する技術的な仕様（データ連携仕様、個々の業務ユニットに搭載

するシステム機能仕様など）についても検討する必要がありますが、この検討作業を原課

担当者が自ら実施するのは難しいものがあります。本手引きでは、これら技術的な仕様の

例を参照モデルとして提供しています。また、総務省が財団法人全国地域情報化推進協会

（APPLIC）と連携して進めている地域情報プラットフォーム事業では、最新のシステム構

成技術である SOA（サービス指向アーキテクチャ）に基づいた個々の業務ユニットのシス

テム機能仕様や業務ユニット間の連携に関する標準的な技術仕様について検討しており、

検討結果をまとめた資料を APPLIC から入手することができます。 
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７．自治体ＥＡの導入にかかる費用 

 

自治体ＥＡでは、各種の分析・検討作業において、自治体職員自らが種々の図表を作成

します。これらの図表の作成は一般的なＯＡソフト（ワープロや表計算ソフト）で可能で

す。本手引きに掲載した各種図表の書式も、全て一般的なＯＡソフトで利用可能なものに

なっています。よって、分析図表等の作成ソフトの導入に関する費用は、特段、必要あり

ません。 

自治体ＥＡの運用においては、庁内の関係者に対して各種の情報を提供したり、作成し

た図表等の保管・管理や庁内の関係者への提供を行います。庁内にイントラネット（電子

掲示板など）が整備されている場合は、それを利用して自治体ＥＡに係る各種の情報共有

を実現することが可能です。よって、専用の情報共有システムなどを導入する費用は、特

段、必要ありません。 

なお、現状把握におけるＥＡ図表の作成など、自治体ＥＡに係る作業の一部を外部の支

援企業へ作業委託する場合は、その委託費用を予算化します。委託作業としては下表が考

えられます。また委託費用は、自治体ＥＡの適用範囲（個別部署での導入、全庁的な導入、

複数の地方公共団体におよぶ導入）、主たる見直し対象（業務、情報システム）、委託する

作業項目等によって異なります。 

 

表 自治体ＥＡにおける委託作業の種類 

委託の種類 委託内容 

ＥＡ導入のコンサルテ

ィング 

自治体ＥＡの導入可能性の検討や実際の導

入手順などについてのコンサルティングを

委託します 

自治体ＥＡの導

入全般にかかる

支援 

自治体ＥＡの講習会の

講師 

庁内で自治体ＥＡの講習会などを開く際、そ

の講師役を委託します 

職員が行う自治体ＥＡ

の各種作業の個別指導 

個々の組み替え検討において自治体職員が

自らＥＡ図表を作成する際などにおける職

員への助言役を委託します 

個々の組み替え

検討の支援 

職員が行う自治体ＥＡ

の各種作業の一部代行 

個々の組み替え検討におけるＥＡ図表作成

の一部を委託します 

 

 



 

 


